
  

健康と文化の森地区及び新産業の森第二地区の市街化区域編入

に関する都市計画説明会 

 

 

【 次 第 】 

 

 

日時：２０２３年（令和５年） ２月２２日（月）１９時～ 

場所：遠藤市民センター 第１談話室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 健康と文化の森地区及び新産業の森第二地区のまちづくりについて 

 

 

４ 健康と文化の森地区及び新産業の森第二地区の市街化区域編入に関する都市計 

  画の決定・変更について 

 

５ 質疑・応答 

 

 

６ 閉 会 

 

【問合せ先】  

まちづくりに関する問合せ 藤沢市都市整備部 西北部総合整備事務所 

              電 話：０４６６－４６－５１６２ 

              メール：fj-seihoku@city.fujisawa.lg.jp 

 

都市計画に関する問合せ  藤沢市計画建築部 都市計画課 

              電 話：０４６６－５０－３５３７ 

              メール：fj-tosikei@city.fujisawa.lg.jp 



健康と文化の森地区のまちづくり

日時：２０２３年 ２月

都市整備部 西北部総合整備事務所

資 料

1

08727
タイプライターテキスト
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長後駅

湘南台駅約 2.7 km

約 3.5 km

至 綾瀬スマート
インターチェンジ

健康と文化の森地区
約36.1ha

新産業の森第二地区
約8.4ha

位 置 図
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市街化区域

秋葉台公園

●慶應義塾大学
看護医療学部

●遠藤打越
地区

●慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス

まちづくりを検討する区域（概ねの範囲）

H28年１１月 市街化区域に編入
（約４４．４ha）

●湘南慶育病院

本地区は、藤沢市都市マスタープランにおいて都市拠点の一つとして、「学術文化
新産業拠点」に位置づけられております。
また、「未来を創造するキャンパスタウン」をまちのめざす姿とし、豊かな自然や田
園空間を背景に大学の技術集積や学術研究機能を核とし、地域の強みを活かした
まちづくりを展開することとしています。

1. 健康と文化の森地区の概要（1）
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2. 健康と文化の森地区の概要（2）

● 地区面積 ： 約36.1ヘクタール

● 想定用途地域： 住居系、工業系

● 事業手法 ： 土地区画整理事業（組合施行）

都市拠点の一つとして、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの持つ技術集積
や学術・研究機能を核に、産学公連携によるビジネス育成や国際交流の拠点
の形成をめざすとともに、いずみ野線の延伸計画において、地区内に新駅の
設置が想定されています。

これらを背景とし、学術研究機能等の複合的な土地利用を図り、土地区画
整理事業による公共施設の整備・改善とともに、既存住宅地等への環境に配
慮した良好な市街地の形成、新たな都市拠点を創出します。

● 事業の目的

● 土地利用計画

 地区西側に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス及び遠藤笹窪谷が存在する
立地条件を活かし、主に学術研究施設等の産業系土地利用を図るとともに住
居系土地利用により新たな都市拠点に相応しいまちづくりを計画しています。

 また、都市計画道路の交差点北側には、商業施設、コミュニティ施設、中高
層住宅等を集約した土地利用を計画しています。
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●土地利用計画（案）

※土地利用については、今後の詳細検討や関係機
関協議、誘致企業との調整等により、変更となる

可能性があります。
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3. これまでの経緯について

 平成28年11月：第７回線引き見直しにおいて新市街地ゾーン

 に設定

 平成29年度～：まちづくりに関する地権者勉強会を開催

 平成31年 3月：まちづくり検討協議会を設立

 令和 2年 9月：土地区画整理準備会を設立

 令和 4年度～：市街化編入に向けた農林漁業調整等着手

土地区画整理組合設立認可に向けた手続きに
着手
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４. 今後のスケジュール（案）

令和５年4月 農林漁業調整終了（国）

都市計画法に基づく法手続

令和５年夏頃 土地区画整理組合設立認可申請

市街化区域編入ならびに、土地区画
整理組合の設立認可

令和６年度～ 換地設計、造成、街路築造工事、企業
誘致など

令和５年4月～

7

令和５年度末
（目標）

：

：

：

：

：



新産業の森第二地区のまちづくり

都市整備部 西北部総合整備事務所

資 料 2



長後駅

湘南台駅約 2.7 km

約 3.5 km

至 綾瀬スマート
インターチェンジ

健康と文化の森地区
約36.1ha

新産業の森第二地区
約8.4ha

位 置 図
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１. 新産業の森地区【全体】の概要
本地区は、藤沢市都市マスタープラン御所見地区構想において産業交流を導く豊
かな緑につつまれた新産業ゾーン「新産業の森」の形成をはかる地区として位置づ
けられております。
特に、都市計画道路藤沢厚木線の沿道は、利便性の高い広域交通機能を活かし、
計画的な都市基盤整備と産業政策とのリンクにより、製造業の工場や研究開発施設
等を立地誘導することとしております。
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2. 新産業の森北部地区の概要
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★新産業の森北部地区【第Ⅰ期整備区域：約１６．９ha】
（平成25年2月 市街化編入）

★新産業の森北部地区【第Ⅱ期整備区域：約 ６.４ha】
（平成27年3月 市街化編入）

● 地区面積 ： 約２３．３ヘクタール

● 用途地域 ： 工業地域



3. 新産業の森第二地区の概要

● 地区面積 ： 約８．４ヘクタール

● 想定用途地域： 工業地域

● 事業手法 ： 土地区画整理事業（組合施行）

本事業では、広域的な幹線道路の沿道であるポテンシャルを活かした産業
拠点としての機能導入のため、基盤整備や計画的な公共施設の整備改善及
び土地利用の増進を図り、「豊かな緑につつまれた次世代に引き継げる持続
可能な新たな産業拠点の創出」をめざす。
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● 事業の目的

● 土地利用計画

新たな産業ゾーンとして工業系の土地利用計画とし、新産業の拠点
展開を促進するとともに、都市計画道路藤沢厚木線の沿道にシンボル
的な景観緑地帯を配置し、また、綾瀬市側の区画には、隣接市街地の
環境に配慮した緑地とするなど、緑豊かな環境づくりを意識した計画と
しております。



● 土地利用計画図（案）
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4. これまでの経緯について

６

 平成29年度～ まちづくりに関する説明会を開催

 平成28年11月 第７回線引き見直しにおいて新市街地ゾーン
に設定

 平成31年 3月 まちづくり推進協議会を設立

 令和 2年 2月 土地区画整理組合設立準備会を設立

：

：

：

：

 令和 4年度～ 市街化編入に向けた農林漁業調整等に着手

土地区画整理組合設立認可に向けた手続きに
着手

：



５. 今後のスケジュール（案）

令和５年4月 農林漁業調整終了（国）

都市計画法に基づく法手続

令和５年夏頃 土地区画整理組合設立認可申請

市街化区域編入ならびに、土地区画
整理組合の設立認可

令和６年度～ 換地設計、造成、街路築造工事、企業
誘致など

令和５年4月～
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令和５年度末
（目標）

：

：

：

：

：



Fujisawa City Promotion

健康と文化の森地区及び新産業の森第二地区の

市街化区域編入に関する

都市計画の決定・変更について

藤沢市 都市計画課

12454
長方形

12454
タイプライターテキスト
資料３



⌐ ╩ ∆╢ ─

長後駅

湘南台駅

至 綾瀬スマート
インターチェンジ

健康と文化の森地区
約36.1ha

新産業の森第二地区
約8.4 ha

1

慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス

綾瀬市


